
１． 募集型企画旅行契約 

この旅行は、㈱茂木トラベル（以下「当社」という）が企画・募集し実施する企画旅行で

あり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下｢旅行契約｣という）

を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告の各コースに記載されて

いる条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契

約の部）」（以下「募集型企画旅行約款」という）によります。 

当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊

その他のサービス（以下「旅行サービス」という）の提供を受けることができるように手

配し、旅程を管理することを引き受けます。 

 

２．旅行の申込み方法 

当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付

けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約

の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出していただきま

す。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り

扱います。 

 

３．申込条件 

当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けるこ

とがあります。この場合、契約の成立の時期は、契約書面に記載します。 

身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補

助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能

な範囲内でこれに応じます。 なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のため

に講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。現在健康を害している方、妊

娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や

運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の

同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更

させていただく場合があります。 

他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判

断するときはお申込みをお断りすることがあります。 

その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。 

 

４．契約の成立 

行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書、申込金を受領した時に成立するものとし

ます。 

 



5・ 通信契約による旅行契約の締結するときの旅行条件 

当社は、当社が提携する電子マネー会社（以下「提携会社」といいます。）より、旅行代金

の一部（申込金）等のお支払いを受けること青条件に、電話、電子メール、ファクシミリ

その他の通信手段による旅行契約（以下「通信契約」といいます。を締結する場合があり

ます。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟契約がない等、又は業務上の

理由等でお受け出来ない場合もあります。 

通信契約は、当社がお申し出の受諾を電話及び郵便で通知する場合はその通知を発したと

き、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が提携会社会員に到達時に成立

します。 

通信契約での「利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金などの支払い

または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除の

お申出のあった日となります。 

お客様が、電子マネーによるお支払いを希望されたカ－ド会社より決済できないときは、

当社はお申し込みをお断りいたします。 

 

６．旅行代金に含まれているもの 

募集広告に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、

食事代、観光料金（入場・拝観・ガイド等）、及び消費税等諸税（但し、基準期日現在に公

示されているものに限ります）。 

 

７．旅行代金に含まれていないもの 

第６項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 

旅行日程中の”フリータイム””自由行動””各自で””お客様負担”等と記載されている区

間の交通費等諸費用 

自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等 

 

８．旅行内容の変更 

当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の

命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が

生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様

にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関

係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容（以下「契約内容」

という）を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、

変更後に説明します。 

 

 



 

9．お客様による旅行契約の解除・払戻し（旅行開始前） 

お客様は、いつでも第 15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することがで

きます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日、営業時間内

に取消をする旨をお申し出いただいた時が基準となります。 

お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を

解除することができます。 

 

・契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 21項の表の左欄に掲げるもの、そ

の他の重要なものであるときに限ります。 

 

・第 9項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。 

 

・天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令そ

の他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又

は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 

当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施

が不可能になったとき 

 

10．お客様に対する責任 

お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の

命令その他（伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不

通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等）の当社の

関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項 (1)の場合を除き、その損害を賠償

する責任を負うものではありません。 

 

 


